
神奈川 1 地域防災拠点備蓄庫の老朽化等への対応

１　標準的仕様の見直し

２　備蓄庫の増築・改修等のリスト化

３　局区での協力体制

総務局 ○

神奈川 2
火災、自然災害等による被災者の一時入居制
度の拡充

　火災、自然災害等による被災者の一時入居制度の拡充 建築局 ○

神奈川 3
ＪＲ線の大口駅及び東神奈川駅へのホームドア
の設置の早期実現に向けた働きかけ

　大口駅及び東神奈川駅について、鉄道駅舎可動式ホーム
柵等整備補助を活用したホームドア設置の早期実現に向け
たＪＲへの働きかけ

都市整備局 ○

神奈川 4
池上小学校と菅田小学校の統合に伴う通学安
全対策及び現池上小学校の建替え期間におけ
る遠距離通学支援

　統合により新たに指定される通学路の通学安全対策及び
現池上小学校の建替え期間中、使用する菅田小学校までの
遠距離通学支援策に向けた検討・調査の実施

教育委員会
事務局

○

神奈川 5
最低賃金の上昇に伴う学校コミュニティハウス
委託料の見直し及び最低賃金上昇時の人件費
予算の増額制度新設

１　最低賃金上昇分についての予算措置

２　指定管理施設の賃金水準スライド制度のような、学校
コミュニティハウスに対して最低賃金の上昇を反映できる
制度の新設

教育委員会
事務局

－

神奈川 6
特別養護老人ホーム併設地域包括支援セン
ター（羽沢地区）における独自圏域の検討

１　特養包括が支援する圏域を単独のケアプラザ圏域として
存続

２　現在特養包括に不足している機能の設置

健康福祉局 ○

神奈川 7 緊急避難対応ペット預かり制度の創設
１　動物愛護センターにおける一時預かり

２　市獣医師会と一時預かりの契約
健康福祉局 －

神奈川 8 地域子育て支援拠点出張ひろばの局予算化 　拠点にアクセスの悪い地域に地域子育て支援拠点スタッフ
が週１回訪れる出張広場の予算措置

こども青少年局 ○

提案区 項　目 所管局
番
号

対応
※一部対応

含む

令和２年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧

提 案 内 容 の 概 要



（様式２－２）

担当者名 高橋 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 廣部 TEL

◇対応の内容

（備蓄庫の仕様の見直しについて）下水直結式仮設トイレを含め本市で配備している備蓄品の保管場所
については、各地域防災拠点の実情を踏まえ検討していきます。ただし、地域などで調達したものの保
管場所については、学校と調整するなど、個別でのご対応をお願いいたします。
（備蓄庫の改修・増築等のリスト化について）上記の検討結果を踏まえ、対応方法を検討していきま
す。なお、備蓄庫の修繕につきましては、区からの依頼を受け、優先度の高いものから順次対応してい
ます。
（協力体制について）防災備蓄庫整備にあたっては、今後も、関係区局や学校と協力しながら取り組ん
でいきます。

項　　　　　　　目提案種別

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 総務課

411-7004

総務局 全区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

１　備蓄庫が狭い
　学校の空きスペースの関係等から大きさが異なるため、備蓄庫が狭い地域防災拠点の運営委員等か
ら、備蓄庫を拡充するように要望があります。また、備蓄庫が狭いことにより、全ての備蓄品が備蓄庫
に入りきらず、区役所などに分散して備蓄している地域防災拠点があります。
２　備蓄品の出し入れに支障がある
　備蓄庫が校舎の２階にある、または、敷地内の取り出しにくい場所にある等、避難生活を送る場所へ
の出し入れに、苦慮している拠点があります。また、老朽化のため扉の開閉などに支障がある備蓄庫が
あります。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

　備蓄庫を拡充するように要望があったり、改修を求められています。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　総務局危機管理室に対し、備蓄庫の増築・改修等の継続的な要望を実施しています。

◇課題解決のための方策

１　標準的仕様の見直し
　横浜市防災計画の標準的仕様については、過去の備蓄品を基に作成された仕様であり、現行の備蓄品
との相違があるため、再度検証を行い標準的仕様の見直しを行います。
２　備蓄庫の改修・増築等のリスト化
　各区で改修・増築等の優先順位を付けたリストを作成し、総務局危機管理室で取りまとめを行い、改
修・増築等の計画（予定）を立てます。
３　局区での協力体制
　地域防災拠点防災備蓄庫の課題解消に向けて、総務局、環境創造局、資源循環局、教育委員会事務
局、区役所が連携をして取組を進めていきます。

671-4358

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

地域防災拠点備蓄庫の老朽化等への対応1

提案内容
・

概算額等

総務局 地域防災課

対応する 既存の事業で対応する

備蓄倉庫新設　１棟　16,000千円（設計2,000千円＋14,000千円）
備蓄倉庫改修・増築は案件による

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

対応する場合

所管局課・担当者 総務局地域防災課　廣部係長



（様式２－２）

担当者名 岩永、北村 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 高橋、東 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

建築局 市営住宅課

対応する場合

671-2923

対応の有無 対応する 既存の制度で対応する

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 市営住宅一時入居制度

所管局課・担当者 建築局市営住宅課 高橋係長

◇対応の内容

　一時使用対象とできる住宅は比較的空家に余裕のある大規模住宅に限られますが、大雨や台風15号・
19号被災者への対応状況などを踏まえ、既存２住宅以外への展開を行いました。

◇課題解決のための方策

　現行の課題を解決するため、以下のとおり提案します。①全市的に空き部屋があれば流動的に入居で
きるように制度を柔軟にすること。②入居制度の手続きを短縮し、１～２日以内に入居できるようにす
ることを提案します。

提案内容
・

概算額等

　全市的に空き部屋があれば流動的に入居できるように制度を柔軟にします。入居制度の諸手続きを簡
略化し、すぐに入居できるようにします。

提案種別 項 目

2 火災、自然災害等による被災者の一時入居制度の拡充

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　火災等が横浜市内に発生し、半焼、半壊以上と判断された被災者に対して、市営住宅の一時入居制度
を設けています。しかし、①港南区野庭住宅、瀬谷区南台ハイツの二施設に限定されていること。②入
居までの手続きが最長で一週間程度見込まれること。以上の二点から、遠方への引越しのため、生活基
盤の再開が困難であること、入居までの手続き期間に滞在場所が無いことが課題として挙げられます。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート ■６　区民要望 □７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 総務課

411-7004

建築局

利用しやすい制度にして欲しい。区内の市営住宅空き施設を利用したい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　神奈川区では、平成30年度末に区内特別養護老人ホーム及び地域活動ホーム計３施設と協定を締結
し、一週間以内の被災者の一時滞在を無償でお願いしています。



（様式２－２）

担当者名 田邊 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 齊藤 TEL

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題

都市整備局 都市交通課

671-2722

対応の有無 対応する 既存の事業で対応する

対応する場合
◇対応の内容

大口駅及び東神奈川駅の2・3番線において、可動式ホーム柵の早期整備が図られるよう、Ｊ
Ｒ東日本に対して働きかけていきます。

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業

所管局課・担当者 都市整備局都市交通課　齊藤係長

◇課題解決のための方策

早期のホームドアの設置完了

提案内容
・

概算額等

大口駅及び東神奈川駅について、鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備補助を活用したホームドア
設置の早期実現に向けたＪＲへの働きかけ

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区
区政推進課、

こども家庭支援課

411-7028

都市整備局

ホームドアの早期整備について、令和元年７月に市立盲特別支援学校より要望。
内容：大口駅および東神奈川駅（２・３番線）にはホームドアが整備されておらず、通学時
に駅のホームが混雑していると線路に落下しそうになるため、ホームドアを整備してほし
い。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

・平成23年度には大口駅・子安駅周辺地区バリアフリー基本構想を策定し、大口駅から市立
盲特別支援学校までの生活関連経路について、バリアフリー整備を行っています。
当該バリアフリー基本構想は、市民や行政、関係する事業者等による検討を経て策定して
おり、プラットホームにおける安全対策として「ホームからの転落や列車との接触を防ぐ
ため、警告ブロックやホーム柵の設置等による落下防止措置に努める」としています。

・鉄道事業者であるＪＲに対し、ホームドアの早期設置について、都市整備局を通して要望
しています。

提案種別 項　 　目

3 ＪＲ線の大口駅及び東神奈川駅へのホームドアの設置の早期実現に向けた働きかけ

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

　横浜線の大口駅及び東神奈川駅は、視覚障害者が利用する施設（市立盲特別支援学校等）
の最寄り駅であり、現在多くの視覚障害者の方（主に児童や生徒、学生）が利用していま
す。利用者の安全性や列車運行の安定性の確保に向けて、一日でも早くホームドアを設置す
ることが必要です。
【現状】●大口駅　　　未整備

●東神奈川駅　２・３番線ホーム側未整備（１・４番線ホーム側は整備済）

○東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ）は、令和７年度までに横浜線（東神奈川～橋本間）含む
９線区から120 駅程度についてホームドア整備をすると発表しています。
○市鉄道駅舎可動式ホーム柵等整備事業では、大口駅及び東神奈川駅は、視覚障害者利用施
設の最寄駅として、補助対象駅にあげられています。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等 □２　市民からの提案等 □３　地区担当制 □４　地域懇談会等
□５　区民アンケート □６　区民要望 ■７　関係団体からの要望
□８　その他（ ）

◇区民からの具体的な要望



（様式２－２）

担当者名 加藤木、亀谷 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名
【通学安全対策】山
本、齋藤【通学支援
策】牧野、霜

TEL

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区
区政推進課

こども家庭支援課

411-7028

教育委員会事務局

・歩道拡幅、交差点における歩行者の滞留場所の整備等、通学安全対策の実施
・現池上小学校校舎の建替工事の期間中（令和３年度から令和５年度（予定））の遠距離通学支援

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

統合に伴う通学安全対策及び建替えに伴う遠距離通学支援の検討状況について、情報把握に努め、必
要に応じて地域や保護者等に周知します。

提案種別 項　　　　　　　目

4
池上小学校と菅田小学校の統合に伴う通学安全対策及び現池上小学校の建替え期間における遠距離通
学支援

地域のニーズと
解決策

◇地域の課題、基礎データ等

令和３年４月に池上小学校と菅田小学校が統合し、「菅田の丘小学校」が開校することが決定しています。統合
により新たに通学路として指定が見込まれる道路等について、歩道拡幅や交差点における歩行者の滞留場所の整
備等の通学安全対策が必要です。
　また、池上小学校は校舎の老朽化により、建替工事を実施することが決定しています。建替えによって新校舎
が整備されるまでの期間（令和３年度から令和５年度（予定））は、現菅田小学校の敷地及び校舎を使用します
が、現池上小学校の通学区域の一部区域において、現菅田小学校までの通学距離が、本市で定める望ましい通学
距離（片道おおむね２㎞）を超えるため、対象区域の児童の負担軽減を目的とし、時限的（建替え工事の期間
中）な遠距離通学支援が求められます。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　□７　関係団体からの要望
■８　その他（保護者等からの要望）

◇区民からの具体的な要望

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

所管局課・担当者
教育委員会事務局学校計画課 【通学安全対
策】山本、齋藤【通学支援策】牧野、霜

◇課題解決のための方策

統合により新たに指定される通学路の通学安全対策及び池上小学校建替え期間中、通学距離が２㎞を
超える児童を対象とした遠距離通学支援策について、調査・検討を行う必要があります。通学支援策
の検討にあたっては、複数の手段を比較衡量するとともに、地域・保護者への丁寧な説明と対応が求
められます。

提案内容
・

概算額等

地域や保護者等の理解を得た統合及び学校建替えを実施するため、統合に伴う通学安全対策及び現池
上小学校校舎の建替え工事期間中（令和３年度から令和５年度（予定））における遠距離通学支援策
の検討。検討にあたっては、地域や保護者等の理解を得ながら丁寧に進めていくこと。

・通学安全対策　歩道拡幅や交差点における歩行者の滞留場所の整備等の実施
　　　　　　　　概算額：38,000千円
・遠距離通学支援策　「スクールバス」導入の可否を検討するための試験運行等の実施
　　　　　　　　　　概算額：4,000千円（バス１日貸切100千円×２台×20日）

教育委員会事務局 学校計画課

671-3253

対応の有無 対応する 予算対応する

対応する場合

◇対応の内容

学校統合により新たに指定される通学路の通学安全対策のため、道路局等の施工協力を得ながら、特
に安全上必要な交差点における歩行者の滞留場所の整備等を進めます。
また、現菅田小学校の校舎までの通学距離が、横浜市で望ましい通学距離としている片道おおむね２
kmを超える児童について、建替工事期間中の遠距離通学支援策について検討していきます。

対応しない場合

◇課題に対する局の考え方

◇対応する場合の課題



（様式２－２）

担当者名 山口 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 2年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 辻、齋藤 TEL

対応する場合

所管局課・担当者
教育委員会事務局
学校支援・地域連携課 辻、齋藤

対応しない場合

教育委員会では施設の修繕対応や、光熱水費を負担しています。一方、事業にかかる運営費等について
は、区が創意工夫をしながら事業を計画し地域課題に対応できるよう、平成6年に教育委員会の予算か
ら個性ある区づくり推進費へ統合しました。本提案については、個性ある区づくり推進費増額であり、
教育予算に計上することはできないため、財政局と調整を行います。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

671-3278

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

最低賃金の上昇に伴う学校コミュニティハウス委託料の見直し及び最低賃金上昇時の人件費予算の増額
制度新設5

提案内容
・

概算額等

教育委員会事務局 学校支援・地域連携課

対応しない その他

１ 最低賃金上昇分については、アルバイト職員の上昇相当分の予算措置を提案します。
 　[概算：83館750万円、１館平均9万円]
２ 平成30年度指定期間開始の指定管理施設から適用された物価スライド制度のように、最低賃金が上
昇した年には、その分を反映出来る制度新設を提案します。

項　　　　　　　目提案種別

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 地域振興課

411-7095

教育委員会事務局 全区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

・市内18区に設置している学校施設活用型コミュニティハウス（以下「学校コミハ」という）は、各区
毎に委託契約を締結して運営しています。神奈川県の最低賃金が毎年上昇している中で学校コミハの委
託予算は平成26年度の消費税増額時に増額分が措置されたものの予算が頭打ちで運営に苦慮していま
す。[全市で83館]
・最低賃金の時給が毎年10月に20数円づつ上昇し続け、平成26年から現時点で人件費の時給が約100円
上昇し、各館においては、修繕費や消耗品費を削って人件費に充てている状態です。
[年度別時給神奈川県最低賃金額]
H26 887円、H27 905円、H28 930円、H29 956円、H30 983円

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
■８　その他（各区担当者による各学校コミハのモニタリングによる修繕等の要望）

◇区民からの具体的な要望

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

　各区において、区づくり推進費から充当してもらっている区もありますが、調整が付かずに解決の糸
口すら見えない区もあります。
　今後も最低賃金上昇が見込まれる中で経費節減では限界があり、所管局に全区で同様に抱えている問
題を改善出来るように投げ掛けていますが、予算措置出来ずに対応出来ない状況です。

◇課題解決のための方策

１ 18区83館の学校コミハ委託料予算について、最低賃金の上昇相当分については予算措置をお願いい
たします。
２ 最低賃金が上昇した年については、上昇金額相当分を上乗せ要求出来る制度設定を提案いたしま
す。

◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 村尾・植田・中山 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 2年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 阪柳 TEL

◇課題に対する局の考え方

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

◇対応の内容

特養包括については、設置の経緯や地域支援を行ってきた状況等を考慮しながら、地域支援機能を
含めた今後の展開について検討を進め、令和２年度中に方針を策定するよう調整を進めていきま
す。

健康福祉局 地域支援課

対応する その他

対応する場合

所管局課・担当者 健康福祉局福祉保健課　阪柳係長

特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター（羽沢地区）における独自圏域の検討6

項　　　　　　　目提案種別

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 福祉保健課

411-7136

健康福祉局

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

子どもの遊び場が少ない、高齢者の憩いの場が少ないなどの意見あり。また、スポーツ会館や公園
という現在ある施設をよりすごしやすい場にできないか、という提案もあり。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

他のケアプラザと異なり、包括3職種のみで地域交流部門も担っており職員に負担が大きいため平成
28年度及び平成31年度予算編成に向けた地域ニーズ（平成31年度は区提案）にて地域交流コーディ
ネーターの配置ほか提案している。

◇課題解決のための方策

特養包括は令和３年度になると市内で羽沢地区が唯一となる。羽沢地区における現在の包括圏域
は、地域ケアプラザ圏域と同等の機能を果たしていることから単独のケアプラザ圏域として存続す
ることが必要である。

■要望１
令和３年度に、羽沢地区の特養包括が市内で唯一となることを踏まえ、現在、特養包括が支援する
圏域を地域ケアプラザ圏域と同等に必要な圏域であることを、市として整理の上、単独のケアプラ
ザ圏域として存続させる。

■要望２
地域ケアプラザ圏域と同等に必要な圏域であることを整理した上で現在特養包括に不足している下
記機能を設置する。
　◇　トータルマネジメントなどを行うため、所長の配置
　◇　地域活動交流コーディネーターの配置
　◇　個室の相談室や、場の提供を行うためのスペースの確保

羽沢地区は、特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター（以下、「特養包括」という。）の若
竹苑が支援を行っている。

【課題１】
　特養包括については、平成18年度に方針決裁として、既存の特養包括エリアに新たに地域ケアプ
ラザが新設された場合は、特養包括を廃止するとされた。しかし、現在に至るまで羽沢地区では特
養包括が存続し、現在まで、地域住民と連携して高齢関係以外にも様々な地域支援を行っており、
地域にとっては必要不可欠となっている。
　一方で、特養包括は地域ケアプラザではないため「地域活動交流コーディネーター」の配置がな
く、包括職員への負担が増えている。

【課題２】
　地理的な特徴として、菅田地域ケアプラザへ直接行くバス路線がない、地域が広域という課題が
ある。また、区民利用施設が少なく、大勢が集まれる場所に限りがあり、福祉施設や公園等で行事
や会議を行っている。

【課題３】
若竹苑には相談室が設置されていないため、プライバシーが守られた状態で相談を受けることがで
きない。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　■３　地区担当制　　■４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　□６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-3613

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題



（様式２－２）

担当者名 鈴木 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 新規
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 髙畠正義 TEL

対応する場合

所管局課・担当者
健康福祉局動物愛護センター
及川課長、高畠係長

対応しない場合

　飼っている動物の日常の飼育・健康管理や飼えなくなった場合の預け先の確保など緊急時対応につい
ては、飼い主自らが取り組んでいただくべきと考えております。飼育の継続が困難になった場合を含
め、飼い主が飼育管理にお困りの際のご相談には、従来どおり、事案に応じて個別に対応してまいりま
す。
　なお本市では、大規模災害等の発生により、地域全体への支援が必要な場合には「動物救援セン
ター」を開設し、犬猫等の一時預かり開始を想定しています。

◇対応する場合の課題

◇課題に対する局の考え方

471-2111

対応の有無

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名

緊急避難対応ペット預かり制度の創設7

提案内容
・

概算額等

健康福祉局 動物愛護センター

対応しない 制度化見送り

１　動物愛護センターにおけるペット（犬猫）一時預かり
２　市獣医師会とペット一時預かりの契約

項　　　　　　　目提案種別

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 生活衛生課

411-7140

健康福祉局 南区、旭区、金沢区

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

核家族化、高齢化がすすみ、ペットとともに暮らす高齢者も増加傾向にあります。
平成30年度、神奈川区内で発生した火災により飼い主が救急搬送され、飼い犬３頭がケージに入ったま
ま路上に放置されました。町内会の方々の好意により町内会館で２日飼養しましたが、保管に困りまし
た。今回は、飼い主のかかりつけ獣医師が判明し、動物病院に預かってもらうことができましたが、緊
急避難的に預かる制度の必要性について区民からの要望を受けました。

◇地域ニーズ等の収集手段

■１　日常の窓口対応等　　■２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

人の場合は、市営住宅への無償入居制度等がありますが、市営住宅はペットの飼養不可であり、その間
の預け先等を人と同じように対応して欲しい旨の要望がありました。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

かかりつけ獣医師をもつように啓発をすすめています。
いざというときの預け先を確保するように啓発をすすめています。

◇課題解決のための方策

　ペットの一時預かりをする民間施設は区内にも複数あります。
　しかし、日頃の健康管理が十分ではないペットを預かる施設を探すのは困難であり、預かり先が探せ
たとしても多額の費用（人の家賃と同程度）がかかります。
　動物愛護センターには、飼い主不明の犬・猫等を保護する施設があります。飼い主が「火災、自然災
害等による被災者の一時入居制度」している間、預かることを提案します。
　災害時にペットがケガ等していた場合は、現在市獣医師会に委託している「傷病動物の救急処置等業
務委託」の延長で預かりを委託することを提案します。

◇対応の内容



（様式２－２）

担当者名 加藤 TEL

所管
局名

共通区

継続年数 3年
添付
資料

番号

予算関連

制度関連

◆局回答内容

担当者名 矢原・成田 TEL

対応の有無

対応しない場合
◇対応する場合の課題

◇地域の課題、基礎データ等

地域のニーズと
解決策

提案内容
・

概算額等

平成19年度から続いている拠点の２か所の出張子育てひろばを今後も継続実施して欲しい。

◇これまでの区としての対応　※区運営方針に位置づけられているものはその旨記載してください。

拠点へのアクセスが良くない地域への支援を強化するため、平成19年度の拠点開所当時から、拠点のアウトリー
チ機能として２か所の出張子育てひろば（週１回、４，５時間）を展開しており、現在は個性ある区づくり推進
費で対応しています。当該事業は、年間約4,000人の親子が利用しています(過去３年利用実績 H28:3,995人、
H29：4,106人、H30：4,461人)。

◇課題解決のための方策
＜出張ひろばの予算措置＞
 平成19年度から実施している２か所の出張子育てひろばについて、国の実施要綱にある「出張ひろば」と位置
づけ、事業の加算対象とし局予算化を図ってください。開設日数、実施時間（５時間実施）、職員の配置につい
て国の基準を満たしています。
○拠点スタッフが地域に出張することで、拠点までのアクセスが悪い地域に住む親子が拠点と同じサービス(親
子の居場所、相談、情報提供）を受けることが出来るようになります。また、支援が必要な家庭の早期発見やモ
ニタリング、情報提供についても区と円滑な連携が可能となります。さらに地域ならではの事業の展開（地域サ
ロンの立ち上げ、公園遊び事業等）があり、利用者から担い手になる好循環にもなっています。参加者の意識も
同じ地域ということで新しい参加者の受け入れがスムーズな様子がみられています。
○出張ひろばの中で、「コーディネートのスキルがある拠点スタッフ」は、拠点機能である「ネットワーク機
能」や「人材育成機能」を活用でき、地域の実情やニーズを踏まえた新たな地区活動の立ち上げ支援や、子育て
世代の当事者の活動支援、関係機関との連携に力を発揮します。これらは、既存の親と子のつどいの広場や子育
て支援者事業にはない機能です。拠点サテライトの40分の１の予算で実施できますが、地域に根付いた事業展開
が可能となり子育て世代にむけて地域の特性に応じた広がりのある子育て支援を展開する効果が期待できます。
居場所を利用していない層についても参加のきっかけとなる仕かけを工夫することができます。
○横浜市版子育て世代包括支援センターにおいて、区と拠点が両輪となって切れ目のない支援の実現を目指すた
めにも、拠点スタッフが地域にアウトリーチできる機能は重要です。

出張ひろば２か所の運営費　　　　　　　　　円
非常勤職員・アルバイト職員　　　　　　　　円
会場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

〇 神奈川区は、出生数は約2,000人と横ばいで推移していますが、新たなマンションの建設も続き、人口増加数
（H30 神奈川区:1,718人 H30全市平均:7,860人）、増加率（H30神奈川区:0.71％　全市平均:0.21%）は高く、保
育所も整備され続けています。地域ボランティアが主催する親子のたまり場「すくすくかめっ子」は区内44会場
あり、その他にも子育て支援者会場（区内11か所）、親と子のつどいの広場（３か所）、保育所による子育てひ
ろば事業（常設園２園、常設以外13園）等、区内には様々な子育て支援の場があります。
〇 しかし、東西に長い神奈川区は公共交通機関の利便性が低く、また公共施設等も少ない地域があり、こうした地域
では子育て支援を展開しにくい状況となっています。
〇 市が整備を進めている地域子育て支援拠点サテライト（週５日開所）の設置と合わせて、地域子育て支援拠
点（以下、拠点）による出張ひろばを実施することで、拠点へのアクセスが悪く、常設の支援の場を設置しにく
い地域においても、拠点機能を活用した事業を展開し、地域の中に子育て支援の輪を広げていくことが必要で
す。

◇地域ニーズ等の収集手段

□１　日常の窓口対応等　　□２　市民からの提案等　　□３　地区担当制　　□４　地域懇談会等
□５　区民アンケート　　　■６　区民要望　　　　　　■７　関係団体からの要望
□８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

◇区民からの具体的な要望

671-4157

地域子育て支援拠点出張ひろばの局予算化8

項　　　　　　　目提案種別

令和２年度予算編成に向けた区提案反映制度調書

神奈川区 こども家庭支援課

411-7137

こども青少年局

参考：区執行体制上の課題 現行の体制で対応

局事業名 地域子育て支援拠点事業

◇対応の内容
　地域子育て支援拠点は、横浜市版子育て世代包括支援センターの役割を担い、ポピュレーションアプローチを
推進していくこととしています。その中で、拠点から遠いエリアにおいても拠点事業を積極的に展開し、地域で
の親子の居場所を利用したことがない親子を、身近な支援の場へと繋ぐ取組は、センター運営にあたり重点を置
くべき事項の一つと言えます。そしてこれは、当該区のみならず、全区に共通の課題と言えます。
　この課題解決のためには、従前からの拠点機能をより丁寧に展開することだけでは不十分であり、新たな手法
を用いた、積極的なアプローチを検討する必要があります。当該区の出張ひろばは、すでに13年間継続実施して
おり、その実績にみる実施効果から、本提案が、既述の課題に対応するために有効な手段となると考えます。
　ネットワーク機能及び人材育成機能を含め、地域での親子の支援に係る機能を包括的に持つ拠点による出張ひ
ろばの展開が、拠点外の場所での支援の担い手の開拓や支援の充実に繋がることも期待し、当該提案を推進しま
す。

こども青少年局 子育て支援課

対応する 予算対応する

対応する場合

所管局課・担当者 こども青少年局子育て支援課 矢原係長

◇課題に対する局の考え方


	令和２年度予算編成に向けた「区提案反映制度」項目・対応状況一覧
	(1)地域防災拠点備蓄庫の老朽化等への対応
	(2)火災、自然災害等による被災者の一時入居制度の拡充
	(3)ＪＲ線の大口駅及び東神奈川駅へのホームドアの設置の早期実現に向けた働きかけ
	(4)池上小学校と菅田小学校の統合に伴う通学安全対策及び現池上小学校の建替え期間における遠距離通学支援
	(5)最低賃金の上昇に伴う学校コミュニティハウス委託料の見直し及び最低賃金上昇時の人件費予算の増額制度新設
	(6)特別養護老人ホーム併設地域包括支援センター（羽沢地区）における独自圏域の検討
	(7)緊急避難対応ペット預かり制度の創設
	(8)地域子育て支援拠点出張ひろばの局予算化



